


 
（別添１） 

平成 25 年 12 月 24 日付け原第 563 号で要請した事項 

１.  原子力規制委員会の適合性確認審査の状況及び審査により必要となった変更・

追加の対策については、島根県、松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、米

子市及び境港市（以下「関係自治体」という。）に対して適切に説明すること。 

２.  関係自治体などに対して、引き続き、丁寧な情報提供を行うこと。 

３.  宍道断層の評価など、地震及び津波の想定については、発生規模などの不確実

性を十分に考慮し、常に最新の知見を取り入れ、それに基づく安全対策を適切に

実施すること。 

４.  フィルタベントや汚染水対策などのシビアアクシデント対策については、その

有効性と影響を適切に考慮して実施するとともに、この点についての関係自治体

への説明は特に丁寧に行うこと。 

５.  安全対策については、設備面での対応だけでなく、組織体制、発電所の人員、

教育及び訓練といった人的な対応に関しても、不断の充実・強化を図るよう適切

な取組を行うこと。 

６.  島根原子力発電所の引き続きの安全性向上のため、自主的かつ主体的に対策の

実施に取り組むとともに、関係自治体に対しその情報を的確に提供すること。 

７.  原子力災害発生時における防災体制の構築に当たっては、緊急時、あるいは平

常時を問わず、関係自治体と緊密な連携を図ること。 

  



 
（別添２） 

 
 
 
 
 
 
 

周辺自治体からの意見 
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 平素より、出雲市の原子力防災行政に格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 
平成２５年１２月１３日付、原第５４５号で照会のありました「島根原子力発電所周

辺地域住民の安全確保等に関する協定」に係る覚書に基づく意見照会につきまして、次

のとおり回答いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写） 



「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」に係る覚書に基づく県か

らの意見照会について（回答） 

 

 今回、行われる島根原子力発電所２号機の新規制基準適合性確認審査に関する申請に

ついては、事業者である中国電力㈱が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律」に基づき申請がなされ、原子力基本法に基づいて原子力規制委員会が審査す

るものであるため、申請を了解します。 

 ただし、出雲市民の安全と安心を守る立場から、下記の事項を付帯意見として提出し

ます。 

記 

付帯意見 

【中国電力㈱に求める事項】 

１．再稼働の具体的な動きが出るまでに、安全協定を締結すること。（※） 

２．原子力規制委員会における安全性審査については、逐次、規制委員会のホームペー

ジ等で公開されているが、専門用語が多く理解が困難であることから、適宜、わかり

やすい言葉で適切に情報提供を行うこと。 

３．福島第一原子力発電所事故に際しては、非常用復水器が適切に使用されなかったな

ど、職員が設備を使いこなせない事案もあった。また、今回の安全審査においても、

基本は原子力事業に携わる全ての職員が１００パーセント機器を使いこなすことが

大前提となっている。 

このため、重大事故等対処施設を支障なく使いこなせるように人的訓練を十分重ね

て、万全の体制を構築すること。 

４．福島第一原子力発電所の事故検証や廃炉作業の中から、地下水対策を含む汚染水対

策など新たな知見が得られる場合は、規制基準に盛られる盛られないに関わらず、追

加的対応を取ること。 

５．地震や津波及びテロ想定について、常に最新の知見を取り入れるとともに、適切に



県及び周辺自治体に情報提供し、防災・安全対策に反映させること。 

６．広域避難計画について、避難や避難所における避難者への支援等、事業者として最

大限関与すること。（※） 

７．新たな計画・申請が行われる場合は、周辺自治体への説明はもとより、住民に対し

ても説明会を行うなど、丁寧な情報提供に努めること。（※） 

 

【県に求める事項】 

１．出雲市を含む周辺自治体が安全協定を締結できるよう、引き続き必要な支援を講ず

ること。 

２．今回の安全審査申請と原子炉の再稼働とは全く別の議論であることを、中国電力㈱

に明確に回答すること。 

３．安全審査後のロードマップ・スケジュールについては、内容が明らかとなった時点

で、県民に対してわかり易く説明をすること。 

４．周辺市に意見を求める場合には、時間に余裕をもったスケジュールで行うなどの配

慮をすること。 

５．広域避難計画について、安定ヨウ素剤の配布方法や避難手段の確保等、実効性の向

上を図る取り組みを、積極的に講じること。 

６．避難に際して主要な避難路となる国道４３１号線、県道斐川一畑大社線の整備を、

積極的に取り組むこと。 

 

【県を介して国に求める事項】 

１．原子力発電所における安全対策上重要な事項について、周辺自治体の意見が十分反

映されるよう、新たな制度の創設をすること。ただし、その間の暫定的措置として、

電力事業者との安全協定が締結できるよう支援すること（※） 

２．広域避難計画がより実効性のあるものとなるよう、国の関与を強めること。 

                       （※）：県の意見に含まれない事項 






















